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土地建物売買契約書  
 

 

 

 

 

売払人堺市（以下「甲」という。）と買受人医療法人清恵会（以下「乙」という。）と

は、次の条項により土地建物売買契約（以下「本契約」という。）を締結する。  

 

（売買の目的） 

第１条  本契約は、甲がその所有する別紙に掲げる土地及び建物（以下「本物件」とい

う。）を乙に売り払い、乙がこれを買い受けることを目的とする。  

 

（信義誠実の義務） 

第２条  甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。  

 

（売買代金等及び支払方法） 

第３条  本物件の売買代金は、金３,２９２,２０７,０００円（消費税及び地方消費税を

除く。）とする。  

   （内訳） 

病院（土地・建物）  金３,０００,０００,０００円   

宿舎（土地・建物）    金２９２,２０７,０００円   

２ 前項の売買代金及び別に定める消費税相当額等を含めた金額（以下「売買代金等」と  

いう。）の支払期日は、第６条第２項の規定により決定された本物件の引渡期日と同日  

とする。 

３ 乙は、売買代金等を、甲の発行する納入通知書により支払うものとする。 

 

（遅延利息） 

第４条 乙は、売買代金等を前条第２項に定める期日までに完納しなかったときは、その

日の翌日から売買代金等を納付した日までの日数に応じ、未納金額につき年率１４．５

パーセントの割合で算出した額の遅延利息を、甲が発行する納入通知書により納付しな

ければならない。 

 

（所有権の移転及び登記） 

第５条 本物件の所有権は、売買代金等の支払が完了した時をもって乙に移転する。  

２ 甲は、前項の規定による本物件の所有権移転後、速やかに所有権移転登記及び第１５  

条に定める再売買予約の特約の仮登記を嘱託するものとし、乙は、これに必要な書類等  

をあらかじめ甲に提出するものとする。   

印紙税法第

5 条第 2 号

の規定に基

づき非課税 



 

（本物件の引渡し） 

第６条 本物件は、売買代金等支払と引き替えに別に何らの手続を用いないで、本物件の  

所在地において、甲が本物件引渡しまでに予定している設備整備計画を履行した上での  

現状有姿のまま乙に引き渡すものとする。  

２ 本物件の引渡し期日は、平成２７年５月までを目処とし、平成２４年１２月末までに 

甲乙協議のうえ引渡し期日を決定するものとする。 

 

（公租公課の負担） 

第７条 本物件に対する公租公課については、所有権移転時以後はすべて乙の負担とする。 

 

（電気・ガス・水道料等の負担） 

第８条 本物件の電気・ガス・水道その他の使用料等については、宛名名義にかかわらず  

所有権移転日をもって区分し、その前日までの分を甲が、その日以降の分を乙が負担す  

るものとする。 

 

（危険負担） 

第９条 本契約締結後所有権移転時までに、天災事変又は不可抗力によって本物件の全部 

又は一部が滅失し、又は毀損した場合は、甲はその損失を負担し、乙は売買代金等の減 

額又は原状回復費用を請求できる。 

２ 前項の滅失又は毀損のため、乙がこの契約の目的を達することができないときは、乙

は本契約を解除することができる。 

 

（瑕疵担保等） 

第１０条 甲は、本物件について瑕疵担保責任を負わず、本物件に数量の不足又は隠れた  

瑕疵があったとしても、乙は甲に対し何らの請求をすることもできない。ただし、甲は 

第５条第 1 項に規定する当該物件の所有権移転の日から２年間、土地及び躯体に限り瑕 

疵担保責任を負うものとする。 

２ 乙は、甲が瑕疵担保責任を負う２年間に限り、前項ただし書きに規定する瑕疵を発見 

した場合、甲に対し損害賠償請求をすることができる。  

 

（用途指定） 

第１１条 乙は、本物件の引渡しを受けた後、速やかに「病院運営を主体に医療法人が運 

営できる事業」の用途（以下「指定用途」という。）に供し、本物件の所有権を移転し  

た日から１０年間（以下「指定期間」という。）指定用途に供しなければならない。  

 

（権利設定等の禁止） 

第１２条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、当該  

土地に地上権、質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的 

とする権利を設定し、又は本物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移 

転をしてはならない。ただし、指定用途の運営に必要な賃借権の設定については、この  

限りではない。 

 

（用途指定の変更等） 

第１３条 乙は、本物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第１１条に定  

める指定用途を変更しようとする場合又は前条に定める権利の設定等をしようとする場 

合は、あらかじめ詳細な事由を付した書面により甲に申請し、甲の承認を求めなければ  

ならない。 

２ 甲が前項の申請に対し承認する場合は書面によって行う。この場合においては、甲は 

条件を付すことができるものとする。 

 

（実地調査等） 

第１４条 甲は、指定期間中、乙の第１１条及び第１２条の履行状況を確認するため、随  

時に実地調査を行い、又は乙から必要な報告若しくは資料の提出を求めることができる。  

２ 乙は、正当な理由なく、前項に定める実地調査を妨げ、又は必要な報告若しくは資料  

の提出を怠ってはならないものとする。 

 

（再売買の予約） 

第１５条 甲と乙は、本物件につき、再売買の予約をする。 

２ 予約完結権は、甲のみが有するものとし、甲の予約完結権の意思表示があったときは、  

乙の何らの意思表示なしに当然売買契約が成立する。  

３ 甲が前項の売買予約完結の意思表示をすることができるのは、乙が第１１条ないし第 

１３条の定めに違反した場合とする。 

４ 甲と乙とは、本物件所有権移転後直ちに、再売買予約に基づく仮登記手続をする。 

５ 第２項の規定により売買契約が成立したときの本物件の売買代金は、甲が売買予約完 

結の意思表示をした日における鑑定評価額をもとに甲が決定した金額とする。  

６ 第２項により再売買の効力が生じた場合、乙は直ちに甲に対し、本物件の所有権移転 

登記手続に要する書類を交付し、所有権移転登記手続をしなければならない。  

 

（契約の解除） 

第１６条 甲又は乙は、相手方が本契約に定める義務を履行しないときは、その相手方に  

対して催告のうえ、本契約を解除することができる。  

 

（返還金） 

第１７条 甲又は乙が、第１６条に基づき本契約を解除したときは、甲は乙が支払った売  

買代金等を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。  

 

（損害賠償） 

第１８条 甲又は乙は、本契約に定める義務を履行しないためその相手方に損害を与えた  



 

ときは、相手方に対しその損害を賠償しなければならない。  

 

（違約金） 

第１９条 甲が、第１５条第２項の規定により売買予約完結の意思表示をしたとき、乙は 

甲に対し、違約金として売買代金等の１０パーセントを支払わなければならない。  

２ 甲又は乙は、第１６条に基づき本契約を解除されたときは、相手方に対し違約金とし  

て売買代金等の１０パーセントを支払わなければならない。  

３ 前２項の違約金は、第１８条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈せず、甲 

又は乙は相手方に対し、実際に被った損害の賠償請求をすることができる。  

 

（原状回復の義務） 

第２０条 甲が第１５条第２項の規定により売買予約完結の意思表示をしたとき、又は甲 

が第１６条の規定により本契約を解除したときは、乙は、自己の負担において、本物件 

を原状に回復し、甲の検査を受けて、甲の指定する期日までに返還しなければならない。  

ただし、甲が原状に回復する必要がないと認めたときは、現状のまま返還することがで  

きる。 

２ 乙が前項の規定に反し原状に回復して返還しないときは、甲は乙に代わって原状に回  

復することができる。 

３ 甲は、前項の規定により本物件を原状に回復した場合は、乙にその費用を求償するこ  

とができる。 

４ 乙は、第１項の場合、直ちに本物件の所有権移転登記手続に要する書類を甲に交付し、 

所有権移転登記手続をしなければならない。  

５ 乙が第１項に基づき本物件を返還した場合、甲は乙に対し、乙が本物件に支出した必 

要費、有益費その他一切の費用は償還しない。  

 

（返還金の相殺） 

第２１条 甲は、第１７条の規定により売買代金等を返還する場合において、乙が第１９ 

条又は前条第３項の規定により甲に支払うべき金額があるときは、返還する売買代金等 

の全部又は一部と相殺する。 

 

（契約の費用） 

第２２条 本契約の締結及び履行並びに所有権移転登記及び再売買予約仮登記の抹消登記 

等に要する一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

 

（管轄裁判所） 

第２３条 本契約に関する管轄裁判所は、甲の所在地を管轄とする地方裁判所又は簡易裁  

判所とする。 

 

 

（募集要項等の遵守） 

第２４条 甲及び乙は、本事業の遂行にあたり、市立堺病院後利用事業者募集要項に記載  

された事項及び提案内容を基本的に遵守しなければならない。ただし、やむを得ず変更  

する場合は、甲乙協議のうえ修正するものとする。  

 

（地位の承継） 

第２５条 甲は、本物件が甲から地方独立行政法人堺市立病院機構に移行した際は、地方  

独立行政法人堺市立病院機構に甲の地位を当然承継させ、甲の乙に対する本契約に基づ 

く権利義務も承継させることに、乙はなんら異議はない。 

 

（疑義の決定） 

第２６条 本契約に関し疑義のある事項又は本契約に定めのない事項については、甲乙協  

  議のうえ決定する。 

 

（補則） 

第２７条 本契約は、仮契約であり、堺市議会の議決を得たときにその効力を生ずる。  

２ 前項の場合、あらためて契約書を締結しなおすことはせず、本契約書をもって契約書 

とする。 

 

 

上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自

その１通を保有する。 

 

 

 

 平成２４年 ２月２４日 

 

 

    「甲」 住 所  堺市堺区南瓦町３番１号 

        氏 名  堺 市 

              代表者  堺市長 竹山 修身 

 

 

    「乙」 住 所  堺市堺区向陵中町４丁２番１０号 

        氏 名  医療法人 清恵会 

              理事長  佐野 記久子 

 

 

 



 

（別紙） 

 

１．土地（別添公図及び地積測量図参照） 

(1)病院 

所  在  地 地 番 地 目 公簿面積(㎡) 実測面積(㎡) 

堺市堺区南安井町一丁 1 番  宅 地 14,016.00   14,016.00  

計 14,016.00   14,016.00  

   

(2)宿舎 

所  在  地 地 番 地 目 公簿面積(㎡) 実測面積(㎡) 

堺市堺区永代町二丁 39 番 1 宅 地 1,139.38   1,139.38  

計 1,139.38   1,139.38  

 

２．建物（別添建物図面各階平面図参照） 

(1)病院   

所     在 

 

家屋 

番号 

種 類 構        造 床  面 積  (㎡) 

 

堺市堺区南安井町

一丁１番地 

1 番 

 

病院・

駐車場 

鉄骨鉄筋コンクリート造

陸屋根地下２階付９階建 

１階  5,536.39  

２階   5,180.68  

 ３階   4,617.87  

４階   2,917.04  

５階   2,761.15  

６階   2,590.43  

７階   2,590.43  

８階   2,590.43  

９階     216.77  

地下１階 11,497.01  

地下２階  2,327.40  

倉 庫 鉄筋コンクリート造亜鉛

メッキ鋼板ぶき平家建 

7.50  

 

倉 庫 鉄筋コンクリート造  

陸屋根平家建 

10.16  

駐輪場 鉄筋コンクリート造  

陸屋根平家建 

195.00  

計 43,038.26  

 

 

 

(2)宿舎   

所     在     家屋

番号 

種 類 構        造 床  面 積  (㎡) 

 

堺市堺区永代町 

二丁 39 番地 1 

39 番

1 

 

共同住

宅・託

児所 

鉄筋コンクリート造  

陸屋根５階建 

１階      378.60  

２階      337.26  

３階      337.26  

４階      337.26  

５階      337.26  

電気室 鉄筋コンクリート造  

陸屋根平家建 

27.70  

 

計 1,755.34  

 

 

 


